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第１章 対策計画の位置づけ等

１－１ 南海トラフ巨大地震が発生した場合の国家的危機

○ 南海トラフ巨大地震（Ｍ９クラス）により広範囲に甚大な被害が発生す

るおそれがあることを内閣府が公表している。

○ 南海トラフ沿いでは１００～１５０年程度の周期で大規模地震（Ｍ８ク

ラス）による大きな被害が発生しており、近い将来、同程度の地震が発生

するおそれがある。

○ 巨大地震が発生した場合には、甚大かつ広域的な人的・物的被害が発生し、

我が国の国民生活や経済活動に極めて深刻な影響をもたらす国家的危機が想

定される。

１－２ 対策計画の意義・位置づけ

○ 本計画は、南海トラフ巨大地震による国家的な危機に備えるべく、多く

の社会資本の整備・管理や交通政策、海上における人命・財産の保護等を

所管し、また全国に多数の地方支分部局を持つ国土交通省として、広域的

見地や現地の現実感を重視しながら、国土交通省の総力を挙げて取り組む

べきリアリティのある対策をまとめるものであり、今後策定される南海ト

ラフ巨大地震に関する政府全体の行動計画に合わせて、最終的にとりまと

めていく。

○ 取り組むべき対策は、応急活動計画と戦略的に推進する対策の２本立て

とする。

①南海トラフ巨大地震発生時における応急活動計画

・地震発生からの時間軸を念頭に置き、東日本大震災の教訓や実際の対

応も参考にしつつ、巨大地震発生直後から概ね７日～１０日目までの

間を中心に、国土交通省として緊急的に実施すべき主要な応急活動並

びに当該活動を円滑に進めるためにあらかじめ平時から準備しておく

べき事項に焦点を絞って記載している。また、数年規模を要する復興

については、応急活動計画の対象としていない。
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②南海トラフ巨大地震の発生に備え戦略的に推進する対策

・巨大地震による揺れ・津波・土砂災害・地盤沈下・液状化・火災等に

よる甚大な人的・物的被害を軽減するため、国土交通省として取り組

むべき予防的な対策を、中長期的な視点も踏まえつつ記載している。

○ 各地方ブロックにおいては、各地方支分部局が協力し、本計画を基本と

しつつ、地域の実情や被害想定等を十分に踏まえた上で、関係機関等とも

連携しつつ、より具体的かつ実践的な地域対策計画を早急に策定するもの

とする。

○ 各地方支分部局は、地域対策計画等に基づき、関係機関等と連携して広

域的な防災訓練を実施するとともに、その結果顕在化した課題を踏まえ、

地域対策計画を逐次改善していくこととする。

○ 南海トラフ巨大地震が発生した際の国土交通省の応急活動計画や戦略的に

推進すべき対策等について、住民や民間事業者等の理解や意識が深まるよう、

今後、中間とりまとめや対策計画等を広く周知する。

１－３ 対象とする地震

○ 本計画では、「何としても人命を守る」との観点を基本とし、南海トラ

フ巨大地震（Ｍ９クラス）を想定しながら対策をとりまとめている。

○ 施設整備等については、比較的発生頻度の高い地震（Ｍ８クラス）を前

提とした対策が基本となるが、施設の重要性・目的等によっては、最大ク

ラスの地震・津波等を念頭に置いた整備も必要である。
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第２章 南海トラフ巨大地震(Ｍ９クラス）が発生した場合に想定される事態

本計画では中央防災会議が公表した「南海トラフ巨大地震対策について（最終

報告）」（平成25年5月）や東日本大震災における知見等を基に、国土交通省として

南海トラフ巨大地震が発生に伴う事態を出来る限り具体的に想定しつつ、対策の

検討を行う。

２－１ 強い揺れや巨大な津波の発生

（１）強い揺れ

・ 震度６弱から震度７の強い揺れが関東から九州までの太平洋側の広範

囲で発生する。

・ 震源から離れた地域も含め、長周期地震動が発生する。

（２）液状化・地盤沈下

・ 強い揺れに伴い、沿岸部や河川沿いを中心に多数の液状化・地盤沈下

が発生するとともに、地殻変動による広域的な地盤沈下も発生する。

（３）短時間で襲来する津波、広範囲に襲来する巨大な津波

・駿河湾沿岸や紀伊半島沿岸地域等のようなトラフ軸の近傍では、地震

発生の数分後には５ｍを超える津波が襲来する。

・関東から九州の太平洋沿岸にかけて、広範囲にわたる沿岸域に巨大な

津波が発生し、場所によっては３０ｍを超える巨大な津波が襲来する。

２－２ 深刻な事態

ここでは、南海トラフ巨大地震が発生した場合に想定される特に深刻な事態につい

て、具体的な箇所を挙げつつ整理する。今後、地域対策計画の策定にあたっては、

これらの事態について「何が起こるのか」をイメージできるよう、表現や図化の工夫も含

めて、更に具体的な事態の想定を行うとともに、対応策を検討する。

（１）短時間で襲来する津波、広範囲に襲来する巨大な津波

・ 駿河湾沿岸や紀伊半島沿岸等のようなトラフ軸近傍では、地震発生の数分

後には５ｍを超える津波が襲来。また、関東から九州の太平洋沿岸にかけ
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て、広範囲にわたる沿岸域に巨大な津波が発生し、地域によっては、３０ｍ

を超える巨大な津波が襲来。

・津波による死者は最大で約２３万人、救助を要する人は最大で約４万人。例

えば、和歌山県では、津波避難ビルが１４５棟存在するが、想定される死者

は最大で約７．２万人。

・ 特に、高い建物や高台等が少ない平野部においては、津波からの避難が

困難となる住民等が大量に発生。

・ 観光客等の外部からの来訪者については、避難場所、避難路を認識してい

ないため、避難に支障。

（２）地震や津波による多数の鉄道や航空機等の事故

・ 地震発生時に走行中である東海道・山陽新幹線の乗客はピーク時約８万

人、中京圏・近畿圏の在来線の乗客はピーク時約６４万人。

・ 地震発生時に、長時間の閉鎖が想定される空港へ向かっており、目的地変

更が必要となる航空機は約２５機。

・ 津波被害が発生する高知空港、宮崎空港においては、津波により駐機中の

航空機が被災。

（３）広域的に甚大な被害が発生するとともに、通信・情報が途絶する地域が

発生することで、被災地の情報収集が困難な状況の発生

・ 震度６弱以上の強い揺れが関東から九州までの太平洋側を中心に約７．１

万ｋｍ２の範囲で発生する。

・ また、関東から九州の太平洋沿岸にかけて、広範囲の沿岸域に巨大な津

波が襲来し、浸水面積は約１，０００ｋｍ２、約４５０市区町村となる等、広域的

に甚大な被害が発生。

・ 地震の揺れや津波等により通信施設等に被害が発生した場合には、被災

地域からの情報入手が困難。

・ 地域によっては、巨大な津波により壊滅的な被害を受けることで、地方公共

団体の機能が喪失し、被災状況等の情報が入手不能。

・ 悪天候時、夜間時等においては、ヘリ等による緊急調査が困難となり、被災
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状況の把握に支障。

（４）救援・救助を必要とする被災地が広範囲にわたり多数発生

・ 強い揺れによる建物倒壊等に伴う要救助者、巨大な津波による行方不明者

やビルにおける孤立避難者等が、広範囲にわたり多数発生。

・ 強い揺れや巨大な津波による浸水等に伴い、道路では最大で約４１，０００

箇所が被災。

・ 鉄道施設は最大で約１９，０００箇所で被災。特に東海道・山陽新幹線、東

海・近畿・四国・九州の太平洋側沿岸在来線は、被災と点検のため不通。

・ 港湾では約５，０００箇所で被災。特に名古屋港等では強い揺れや巨大な

津波による港湾施設等の被災、引き続く津波や多数の海上漂流物、船舶及

び臨海施設等からの油・危険物等の流出により、船舶の入出港が困難とな

り、海上輸送機能が寸断。

・ 空港については、中部国際空港、静岡空港等の空港で強い揺れや巨大な

津波による浸水の発生により滑走路等の点検のため一時閉鎖となる。また

津波被害が発生する高知空港、宮崎空港で、空港の半分以上が浸水し、

滑走路が利用不可能となり閉鎖。

・ 上記のような交通網の寸断により、広範囲にわたる多数の被災地への救援

・救助のための部隊の進出が難航。

（５）二次災害の発生と被害の拡大

①大規模・同時多発的な斜面崩壊の発生と多数の河道閉塞の形成

・ 強い揺れに伴い、山間部を中心に大規模な斜面崩壊や地すべりが多数発

生し、家屋等や道路、鉄道といった交通網が土砂に埋没、損壊。

・ 斜面崩壊や地すべりに伴い、多数の河道閉塞が形成され、決壊による土石

流で下流域において氾濫被害が発生。

②臨海部等におけるコンビナート火災等の発生

・ 伊勢湾等の臨海部のコンビナート施設においては、５施設未満で火災、約

６０施設で流出が発生。
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・ コンビナート等の被災に伴い、臨海部や海域において大規模な火災が発

生し、臨海部から内陸の都市部へ延焼・拡大。

・ 海域における火災及び油・危険物の流出が長期化する場合には、海上輸

送機能が麻痺することで、短期的には被災地への応急活動・緊急物資輸送

に支障が生じるとともに、長期的には我が国全体のサプライチェーンの分断

等による経済活動に悪影響。

（６）数千万人の被災者・避難者や被災地方公共団体の発生

・ 発災翌日には、約２１０万～４３０万人が避難所へ避難し、３日後以降にお

いては、在宅者が食料等の不足や断水等により避難所へ移動し始め、避難

所の避難者数が増加し、支援物資の不足・滞留や生活環境が悪化。

・ 多数の地方公共団体において、庁舎損壊、人的損失、資機材流失等によ

り、行政・防災・医療・避難施設等の機能を喪失し、被災者対応等に支障。

（７）被害の長期化による我が国の経済・産業活動への甚大な影響の発生

①交通網等の東西分断

・ 東名高速道路（約３１，０００台／日）、国道１号（約６４，０００台／日）、ＪＲ東

海道本線（約１５０本／日）及び情報通信網が集中する静岡市由比地区に

おいて、揺れによる地すべりが発生した場合には、これら交通等の大動脈

が分断。

・ こうした東西分断が発生した場合には、短期的には被災地への広域的な応

急活動・緊急物資輸送に支障が生じるとともに、長期的には我が国全体の

サプライチェーンの分断等による経済・産業活動への悪影響。

②大都市圏のゼロメートル地帯における広範囲かつ長期の浸水

・ 強い揺れと巨大な津波による河川・海岸堤防等の崩壊・液状化・地盤沈下

に伴い、濃尾平野等のゼロメートル地帯を中心に広範囲かつ長期にわたる

浸水被害が発生。名古屋市等では地下街で深刻な浸水被害が発生。

・ 濃尾平野等のゼロメートル地帯における、道路、鉄道等の浸水により、重要

交通網等が分断。
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・ 長期的な浸水に伴う衛生環境が悪化。

・ 浸水が長期化する場合には、中京圏等の我が国大都市圏の都市機能・経

済機能が停止することにより、我が国経済・産業活動に悪影響。

③全国の鉄道貨物輸送を担う重要な路線での津波浸水

・南海トラフ巨大地震により、ＪＲ東海道本線の東田子の浦～富士間をはじめ、

数箇所で津波浸水による鉄道施設被害が発生。

・全国の鉄道貨物輸送量の約３７％を占めるＪＲ東海道本線の東西分断が発

生することにより、食料品等の生活必需品の流通に影響を及ぼし、社会経

済に甚大な被害が発生。

④三大湾における大量のコンテナ・船舶の滞留による港湾機能の低下

・三大湾地域（東京湾、伊勢湾、大阪湾）の港湾は、全国の外貿コンテナ貨物

量の８割、ＬＮＧ輸入量の８割、原油輸入量の５割を取り扱う等、我が国の経

済・産業活動やエネルギー供給の拠点。

・同地域は、水深が浅く狭隘な地形であるため、津波が襲来した場合、湾内の

一部海域に大量のコンテナや船舶が滞留し、経済・産業活動に深刻な打撃

を与えるおそれ。
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第３章 南海トラフ巨大地震発生時における応急活動計画

本章では、地震発生からの時間軸を念頭に置き、東日本大震災の教訓や実際の

対応も参考にしつつ、南海トラフ巨大地震発生直後から概ね７日～１０日目ま

での間を中心に、国土交通省として緊急的に実施すべき主要な応急活動並びに

当該活動を円滑に進めるためにあらかじめ平時から準備しておくべき事項を記

載している。

３－１ 初動体制の立ち上げ

（１）活動可能な体制の構築

○ 強い揺れと巨大な津波により、関東地方から九州地方の太平洋沿岸を中

心とした広範囲にわたる甚大な被害が発生し、庁舎等活動拠点の被災や公

共交通機関の停止による参集困難、停電や通信手段の断絶等により、特に

初動期を中心に十分な応急活動体制が確保できないおそれがある。

そのため、国土交通省は、厳しい被害状況を想定しながら、応急活動にあ

たることが可能な職員、指揮命令系統、非常用電源や通信手段等をあらか

じめ確認し、応急活動計画を策定しておくとともに、発災後は、実際の被災

状況等（津波警報等の解除に時間を要する場合も含む）に応じて応急活動

計画を柔軟に見直し、実行可能な指揮命令系統の確立や職員・資機材等

の適切な配置等を行い、応急活動に全力を尽くす。

○ また発災後速やかに、消防、警察、自衛隊、各地方公共団体、災害協定

を締結している建設業者等、応急活動に従事する関係機関との連絡体制を

構築する。特に、道路及び航路等の啓開に従事する建設業者等について

は、活動可能な水準や体制について確認する。

○ 応急活動に必要な食料やガソリン等の燃料について、確保や輸送・配分

に関する計画をあらかじめ策定し、これに基づいた輸送・配分を行う。
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＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 発災直後から概ね７日～１０日目までの間、国土交通省が所管する各防災

拠点等における応急活動の継続が可能となるよう、必要な水・食料、燃料等

を備蓄する。

・ 自動車運送事業者の保有する燃料タンク（インタンク）に関する情報共有、

燃料優先確保のための資源エネルギー庁との事前調整を行う。また、エネ

ルギー源の多様化等を図るべく、ＣＮＧ車、電気バス等の普及を図る。

・ 建設業者等の保有機械の燃料についても、可能な限り備蓄状況等を確認

する。

・ ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥやリエゾンとして派遣される職員が被災地で円滑かつ安全

に活動できるように、派遣元の本省及び地方整備局等は、物資・燃料・レン

タカー等移動手段・宿泊場所等の活動拠点等を派遣先で確保するため、

必要に応じて関係機関や民間事業者等と協定等を締結する。

・ 道路及び航路等の啓開体制の構築を図るため、企業等との災害協定の締

結や関係機関との協議会を設置する。

・ 確実な初動体制の立ち上げに資するよう、官庁施設の地震対策を推進し、

応急活動に必要な機能を確保する。また、官庁施設の津波防災診断を実

施し、発災時における被害の状況を想定・把握するとともに、地域防災計

画、施設運用管理上の対策等と連携しつつ、施設整備上の対策を実施す

る。

・ 庁舎損壊等が生じた場合においても初動体制を立ち上げられるよう、発災

後も確実に機能するバックアップ施設を確保する。

・ 初動期において緊密な連携により機能を総合的に発揮できるよう、防災業

務に携わる関係機関の立地の集約化その他の防災拠点機能の強化を図

る。

（２）応急活動の優先順位と状況に応じた体制の見直し

○ 南海トラフ巨大地震による被災への対応は、国土交通省の現有する活動

能力を大きく上回る可能性が高い。
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そのため、国土交通省は、実際の被災状況等を踏まえつつ、求められる

応急活動に対して優先順位をつけて対処する。

○ 特に初動時においては、被災の状況が刻々と変化するため、状況に応じ

て柔軟に体制を整備・再編成しながら対処する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 過去の災害対応の経験や訓練を通じて得られた教訓等を踏まえつつ、刻

々と変化する状況の中においてどのような対応をすべきなのか、何を優先

すべきなのか等について、考え方等を整理し、共有する。

３－２ 避難支援（住民等の安全確保）

（１）津波からの避難支援

○ 南海トラフ巨大地震においては、津波が短時間で広範囲にわたり襲来す

るため、住民などの迅速な避難行動が極めて重要となる。

そのため、国土交通省は、関係機関と連携しつつ、住民等の津波からの

一刻も早い避難を支援する。

○ 海上部においても、船舶等に対する避難勧告や災害情報等の提供を迅

速に実施し、被害の軽減を図る。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 広域において強い揺れの発生が想定されるため、緊急地震速報の迅速化・

高度化を進める。

・ 特に短時間で津波が到達するトラフ軸に近い沿岸域における住民等の避

難に資するよう、より迅速で精度の高い津波警報等の発表及び正確な津波

の高さや到達時刻に関する広域かつ迅速な情報の収集と提供が重要であ

るため、必要となる観測施設等の整備を推進する。

・ 地方公共団体による避難路・避難場所の整備や津波ハザードマップの作成

や周知を引き続き支援するとともに、避難路・避難場所や津波浸水高さ等
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を道路や河川堤防上等に表示する等、住民等への事前の情報周知を支援

する。

・ 津波が堤防を乗り越えるまでの時間の想定も含め、避難に使うことができる

時間の長短を十分念頭に置いた実践的な避難計画に対して重点的に対策

を促進する等、地域ニーズに応じた技術的な支援等を行う。

・ ＩＴ技術を用いて、災害時の情報提供の高度化を図る。

・ 自動車によらざるを得ない場合の避難等を支援するため、大津波警報や地

震情報をカーナビゲーションに提供する等、ＩＴＳを活用した取組を推進す

る。

・ 都道府県による津波災害警戒区域の指定について支援する。

・ 避難路となる緊急輸送路の防災・減災対策として橋梁耐震対策、道路法面

の防災対策、無電柱化、沿道建築物の耐震化、避難路・避難階段等の整

備、道の駅等の防災拠点化、木造密集地域対策、液状化対策等を推進す

る。

・ 避難のためのリードタイムを長くし確実な避難を支援するとともに、減災効果

を高めるため、粘り強い海岸堤防等の推進や粘り強い防波堤と防潮堤を組

み合わせた多重防護の推進に取り組む。特に、津波到達時間が短い地域

等においては、ＧＰＳ波浪計の活用による津波情報提供体制の強化を重点

的に推進する。

・ 災害発生時の海上交通機能の維持とダメージ最小化のため、一元的な海

上交通管制を構築するとともに、避難勧告の周知を徹底する。

・ 津波の挙動を図示した津波防災情報図を整備・提供することで、平時にお

ける船舶の津波避難対策の検討を支援する。

・ 防護ラインより海側で活動する港湾労働者や利用者の安全を確保するた

め、港湾の避難に関するガイドラインを作成し、港湾の特殊性を踏まえた津

波避難計画の策定を推進する。

（２）水門等の確実な操作等

○ 南海トラフ巨大地震により発生する津波による浸水を遅らせ、また浸水を
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最小限にとどめることにより、住民等が避難する時間を稼ぐため、国土交通

省は所管する水門等の確実な操作等を行う。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 水門等の確実な操作のため、施設の耐水化等を進めるとともに、広範囲に

わたり、かつ短時間で数多くの水門等を操作する必要があること、また東日

本大震災では水門等操作に携わった多数の方々が津波の犠牲になったこ

と等を踏まえ、津波遡上が想定される地域においては、重点的に水門等の

自動化・遠隔操作化及び効果的な管理運用を推進する。

（３）避難者の受け入れ

○ 特に名古屋や大阪等の大都市部において、発災直後に大量の避難者が

発生すると想定される。

そのため、国土交通省は、応急活動に支障のない範囲で庁舎等、所管施

設へ避難希望者を受け入れる。

○ また、道の駅、高速道路のＳＡ・ＰＡ、避難地として位置付けられた都市公

園等の主要な管理施設等においても避難者を受け入れる。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 国土交通省が所管する施設又は国土交通省が所管する事業者が管理する

施設（駅や空港ターミナルビル等）への被災者・帰宅困難者等の避難を受

け入れるため、周辺の地方公共団体とともに避難受け入れ計画を策定する

とともに、避難者の安全確保に必要な施設の改良等を行う。

３－３ 所管施設・事業者における利用者の安全確保

（１）列車や航空機等の安全確保

○ 南海トラフ巨大地震により、東海道・山陽新幹線で軌道の変位等の被害
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が２００～３００箇所で発生し、在来線も津波被害等により広範囲で不通とな

ることが想定されている。

そのため、国土交通省は、鉄道事業者に対し、主要駅や高架橋等の鉄道

施設の耐震対策の実施を指導するとともに、鉄道事業者は列車を安全に止

めるための対策（新幹線においては更に脱線・逸脱の防止）を実施する。ま

た、発災後は、津波の襲来も念頭において、列車停止後の乗客の安全な避

難について万全を期すよう指導する。

○ また、空港については、強い揺れや巨大な津波により、多数の空港が一

時閉鎖となる。

そのため、国土交通省は、発災後は、飛行中・駐機中の航空機への避難

等の指示、空港内の旅客の避難誘導等を迅速に実施する。

○ 旅客船事業者の現場においては、津波発生時に、旅客船事業者が旅

客、陸上職員、船舶等について避難行動等を実施する。

○ バスやタクシーについては、旅客自動車運送事業者が乗客を安全な場所

へ避難誘導する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 新幹線の耐震対策は概ね完了している。在来線については、特に強い揺

れが想定される地域のターミナル駅等の重要な鉄道施設の耐震補強を定

めた「特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令」に基づき、目標年度

での実施について鉄道事業者を指導する。また、大規模地震発生時に列

車を安全に止めるための対策として、鉄道事業者が早期地震検知システム

等の導入等を進めるとともに、新幹線については脱線・逸脱対策として、脱

線時の被害が大きいと想定される区間から優先的に脱線防止ガード等の

整備を進めるよう、指導する。

・ 列車停止後の乗客の安全な避難のため、津波による浸水の可能性がある

区間の指定や車両への避難はしごの搭載、マニュアル等に基づく教育・訓

練の実施など、各事業者の対応策を指導するとともに、その状況を定期的

に確認する。

・ 強い揺れが想定される地域にある空港については、発災直後も空港の機能
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が確保されるよう、重点的に空港の耐震化を進める。

・ 被災空港を目的地とする航空機が多数発生した場合においても、状況に応

じて安全に他空港への目的地変更ができるよう対応要領等を策定する。

・ 多数の船舶が航行し、輻輳する湾域等において、津波に対する大型船舶

の待避場所を確保する。

・ 旅客船事業者の現場において、津波発生時に旅客、陸上職員、船舶等が

とるべき避難行動等に関する社内マニュアルを整備するとともに、訓練の実

施について旅客船事業者に対して指導する。

・ 旅客自動車運送事業者のＢＣＰ策定を促進するとともに、事業者、地方公共

団体が連携した図上訓練等の実施を指導する。

（２）ターミナル駅や地下街等での避難誘導支援

○ 特に中京・京阪神地区などの大都市においては、地震発生直後、大量の

避難者や帰宅困難者が発生することが想定されている（大都市交通センサ

スの推計では、中京・京阪神地区におけるピーク時の駅滞留者及び鉄道乗

車中の利用者のみで約８０万人と推計されている。）。また首都圏において

も、一時的に鉄道が不通となり、帰宅困難者の発生が予想される。

そのため、これに対応するためには周辺企業における自社従業員の待機

の徹底や混乱を避けるための地域の行動ルールの策定・周知など、地域ぐ

るみの取組が不可欠であり、地方公共団体や鉄道、バス事業者等により、鉄

道利用者に加え駅に集まる避難者に対する避難誘導及び帰宅困難者対策

が適切に行われる必要がある。

○ 地方公共団体や民間事業者等と協力して、訪日外国人旅行者を含む旅

行者に対し避難に資する情報提供を行う。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 地方公共団体や鉄道、バス事業者等による帰宅困難者等の安全確保が円

滑に行われるよう、事前計画の策定を支援するとともに、これに基づく備蓄

倉庫や一時待機スペース、飲料水・食料等の備蓄、情報伝達施設の整備、
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避難訓練などの帰宅困難者対策を進める。

・ 地下街等の所有者又は管理者による避難確保計画の策定を支援する。

・ 外国人旅行者を含む旅行者への避難に資する情報提供体制を構築する。

（３）エレベーター内の閉じ込めへの対応

○ 南海トラフ巨大地震では、長周期地震動によるエレベーターの停止などに

より、エレベーター内の閉じ込めが多数発生すると想定される。

そのため、国土交通省は、消防や民間事業者等によるエレベーター内の

閉じ込めに対する救出活動等が適切に行われるよう支援する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 閉じ込めの早期救出が図られるよう、民間事業者と行政が連携した救出体

制の検討等を進める。

・ エレベーターへのＰ波感知型地震時管制運転装置の設置の普及を促進す

る。

３－４ 被災状況等の把握

（１）ヘリ・人工衛星等を活用した緊急調査

○ 南海トラフ巨大地震では、広範囲にわたる強い揺れと巨大な津波により、

大規模な被災が同時多発すると想定される。

そのため、国土交通省は、こうした状況下においても緊急的に被災状況

等を把握するため、関係する防災機関と連携しつつ、災害対策用ヘリや人

工衛星、ＳＡＲ観測技術、レーザ測量技術等を活用した緊急調査を実施す

る。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 様々な状況下においても必要不可欠な緊急調査を実施できるよう、関係機
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関と調整しつつ、次の内容等を定めた「緊急調査計画」をあらかじめ策定し

ておく。

→ 緊急調査の総合調整（結果の集約等を含む）の実施主体

→ 甚大な被害（浸水・土砂災害・河道閉塞・孤立・火災等）が想定される

地域

→ 最優先で調査すべき重要な施設等

→ ヘリの飛行ルート、関係機関のヘリとの飛行ルートの調整、給油ポイン

ト

→ 被災空港における航空機の離発着のための事前調整

→ 職員が同乗しないヘリでの調査を可能とするための事前準備（機材の

改良、距離標の設置、飛行中のパイロットが飛行位置や状況を説明で

きるような訓練 等）

→ 関係機関との調査範囲や内容の役割分担、連絡体制、調査結果の共

有

・ 関係機関との連携を強化し、被災情報や通行可能道路状況等の情報収集

体制の強化を図る。

・ ＳＡＲ観測技術やレーザ測量技術、ＩＴ技術を活用し、被災前の現状の地形

データ、精密標高データ等を入手する。

・ 被災状況等の迅速な把握に資するよう、重要な施設周辺を対象にＣＣＴＶ

等の増設やＩＴ技術を用いた災害時情報収集の高機能化を進める。

・ 防災対策用ヘリの追加配備、機能の充実、無人ヘリなどのＵＡＶの導入等

を計画的に進める。

・ 海上保安庁による調査を常時支障なく実施できるよう、巡視船艇・航空機の

整備を進める。

（２）全国からのＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣

○ 発災後速やかにＴＥＣ－ＦＯＲＣＥを派遣する必要があるが、関東、中部、

近畿、中国、四国、九州の広い範囲にわたり大きな被害を受けるため、人員
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確保や派遣先の選定・調整等の難航が想定される。

そのため、国土交通省は、あらかじめＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画を策定

し、これに基づいた迅速な派遣を実施する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 発災直後から概ね７日～１０日目までの間の派遣に対応できるよう、隊員の

装備や後方支援も含め、地方支分部局等において、次の内容等を定めた

「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画」を策定し、関係機関で共有する。

→ 応急活動を迅速・的確に実施できるよう、全国の地方支分部局等から

派遣する隊員数、災害対策用資機材の種類と量、移動手段やルート、

進出拠点等

→ 要員の交代も想定し、東日本大震災での経験も踏まえ、派遣可能な最

大数の編成

→ 第一次派遣隊には、特に経験が豊富で自らがその場で一定の判断が

可能な者の動員

→ 大規模土砂災害等に対し、高度な技術指導等を行うための専門知識

を有する者を選定するなど、高度技術支援体制の確保

→ 地方支分部局ごとに派遣地域をある程度集約するとともに、交代や資

機材補給等の拠点、搬送等の協力業者等の選定

・ ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥが使用する車両（緊急自動車を除く）については、緊急通

行車両として登録するとともに、レンタカー会社やタクシー会社等と利用協

定をあらかじめ締結するなど、迅速な移動手段を確保する。

・ 応急活動で必要となる燃料等を確保するため、関係機関と協定を締結する

等、燃料供給体制を確保する。

・ 関係機関等との実働訓練や研修を実施する等、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員の技

術力や現場対応力を向上させる。

・ 様々な状況下において隊員が十分な行動をとれるよう、過去の災害対応の

教訓等を踏まえつつ、通信機器等の隊員の携行品の充実・強化を図る。

・ 建設業者や大学等との連携・協働により、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの体制強化を図

る。
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（３）住民や事業者等からの情報収集

○ 南海トラフ巨大地震は広範囲に被災が及び、国土交通省が現有する情報

収集機能が十分発揮されないことも想定されるため、国土交通省は、地域住

民、建設業者等の民間事業者の協力を得ながら、様々な手段で情報収集を

行うものとする。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 初動時における建設業者・交通関係事業者等情報収集への協力者との協

定等を締結しておくとともに、情報収集・伝達・集約の手段について定める。

・ 短時間のうちに大量に寄せられる被災情報等を迅速に集約・整理するため

のシステムを開発・導入する。

（４）被災情報等の電子防災情報図への集約と共有

○ 南海トラフ巨大地震発生直後の極めて厳しい状況下においても円滑な応

急活動が可能となるよう、国土交通省は、関係機関と連携しつつ、収集した

被災情報等をあらかじめ作成した電子防災情報図に集約し、分析するととも

に、情報を共有する（電子防災情報システム）。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 地震発生後の被災状況、復旧状況等を明示・共有し、円滑な応急活動が

可能となるよう、被災が想定される地域及びその周辺における、インフラ、活

動拠点、浸水想定域等を国土地理院を中心に順次電子化し、収集した被

災情報等をGISを活用して集約する電子防災情報システムの構築を進め

る。

・ また、関係する防災機関と電子防災情報を共有するとともに、訓練等を通し

て実際においても十分活用できるようにする。
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３－５ 被災者の救命・救助

（１）沿岸域における被災者の捜索救助

○ 沿岸域においては、津波による多数の行方不明者や孤立者が発生するこ

とが想定されるため、国土交通省は、迅速な捜索救助活動を実施する。

○ また、船舶の漂流・転覆・座礁、海上及び臨海部の火災、危険物等の流

出、多数の漂流物等が広範囲にわたり発生することが想定される。一方で、

現有する庁舎や海上保安庁等の船舶等にも重大な被害が発生するおそれ

がある。

そのため、国土交通省は、全国から海上保安庁の船艇、航空機を動員

し、関係機関とも連携しながら、対応勢力が不足する初動期においては人命

救助（火災・危険物等流出事故への対応を含む）を最優先として対応し、緊

急性等も考慮しつつ、順次、人員・物資の緊急輸送等を実施する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 発災直後において、海上保安庁の船艇・航空機を全国から迅速に動員す

るため、あらかじめ動員計画を策定する。

・ 災害発生時の海上交通機能の維持とダメージ最小化のため、一元的な海

上交通管制を構築し、被災地への海上輸送ルートを確保する。

・ 警察・消防等の関係機関と連携した合同訓練等を通じ、捜索救助能力の維

持・向上、関係機関との連携・協力体制の充実等を図る。

・ 東日本大震災で得られた教訓や南海トラフ巨大地震で想定される事態を踏

まえ、緊急時対応のための巡視船艇・航空機の整備を進める。

（２）陸海空の総合啓開

○ 発災後、道路、港湾、航路、空港は、広範囲にわたり施設の被災や浸水、

大量のがれきの堆積等により寸断されると想定されるが、そうした状況下に

おいても、被災者の救命・救助を行う自衛隊や消防、警察等の一刻も早い

被災地への進出・展開を支援するため、被災地への進出経路（緊急輸送ル
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ート）を迅速に確保する必要がある。

そのため、国土交通省は、関係機関と連携しつつ、道路、港湾、航路、空

港を総合的に活用した緊急輸送ルートを設定するとともに、それらを確保す

るための総合的な啓開（総合啓開）や緊急排水に関する計画をあらかじめ策

定し、発災後は、これに基づく重点的な啓開・排水作業を実施する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 緊急輸送ルートの総合啓開や緊急排水に関する計画には、次の内容等を

定める。

→ 各施設の規模、維持管理水準や老朽化の程度等も踏まえた被害想

定

→ 想定される広域的な救援等の種類と規模

→ 啓開や緊急排水活動・緊急活動・避難・防災・医療（ＤＭＡＴ等）・輸送

の拠点、発電所等ライフライン重要拠点（なお、拠点確保にあたっては

基幹的広域防災拠点、道の駅、ＰＡ・ＳＡ、空港、公園、総合病院等の

既存施設を最大限活用）

→ 代替機能を有する施設（河川の緊急用河川敷道路、船着場、臨港道

路等を含む）

→ 緊急輸送道路や緊急確保航路等を使用した後方支援拠点から避難・

防災・医療等の各拠点までの緊急輸送ルート案（複数案）

→ 緊急輸送ルート案や各拠点の重要度等を踏まえた啓開や緊急排水の

優先順位・目標時間の設定

→ 啓開や緊急排水を実施するために必要な後方支援拠点と体制、資機

材、補給対応

→ 救命・救助活動を実施する関係機関等に対して、緊急輸送ルートの啓

開や緊急排水の進捗状況を迅速に情報提供するための体制整備

・ 道路及び航路等の啓開や緊急排水に必要な関係機関との連携を強めるた

め、建設業者、専門業種（レッカー、カッター等）、建設機械レンタル業者等

との協定締結を進める。

・ 緊急輸送ルートのうち、特に重要な路線等について、耐震補強や落橋防止
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装置の整備、代替ルート・施設の整備、沿道建築物の耐震化など、被災を

最小化する措置を重点的に講じる。

（３）救命・救助活動の支援

○ 自衛隊や消防等による発災直後の救命・救助活動は、大規模土砂災害

の発生現場や津波被害地域で実施されると想定され、二次災害を防止する

ためには、現場の状況や危険度を活動主体に的確に伝えることが求められ

る。

そのため、国土交通省は、被災や地形・地盤状況を示す写真・地図・画

像、浸水範囲図等、被災前後の詳しい現地情報を収集・集約し、今後の拡

大見込み等を救命・救助活動実施主体に情報提供並びに助言を行う。

○ 救命・救助活動においては、部隊の活動拠点の確保が重要な課題とな

る。

そのため、国土交通省は、所管する基幹的広域防災拠点や防災拠点とし

て位置付けられた都市公園等については、救命・救助活動の拠点として提

供する。

○ 多数の負傷者等の発生が想定されるため、自動車運送事業者等からの

協力を得つつ、負傷者等の緊急搬送を支援する。

○ 救援航空機の安全確保のため、被災地周辺の空域について、関係機関

からの要請に応じ、救援機以外の航空機に対する飛行自粛の協力要請等

を行う。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 二次被害の発生予測に資するため、測量用航空機・人工衛星等を活用し

た被災状況調査結果など地理空間情報の速やかな提供が可能となるよう、

国土地理院を中心にシステムを開発・導入する。

・ 自衛隊や消防等による救命・救助活動の拠点等となる基幹的広域防災拠

点の早期運用体制の確立や都市公園の整備の支援を進める。

・ 負傷者等の緊急搬送について、自動車運送事業者等及び関係機関とあら
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かじめ協定を締結するなど、発災直後の迅速な行動に資するよう、準備を

整える。

（４）孤立集落等への対応支援

○ 南海トラフ巨大地震の強い揺れで生じる土砂災害や巨大な津波による道

路の寸断により、山間部や沿岸部の広い範囲で約２，３００の集落が孤立す

ると想定されているほか、離島が孤立するおそれがある。

そのため、国土交通省は、緊急調査により集落孤立の状況を速やかに把

握するとともに、救命・救助等を実施する自衛隊や消防等に対して的確な情

報提供を行う。また、これらの機関や地方公共団体と調整しつつ、迅速かつ

重点的な道路啓開等に努める。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 地方公共団体等と連携して孤立のおそれがある集落等をあらかじめ抽出

し、発災後の孤立集落調査に向けた事前計画を策定する。

・ 孤立により困難となる通信手段の確保については、通信用機材の提供も含

め、関係機関と連携して対応方策を検討する等、事前の準備を進める。

・ 離島についても、災害時における孤立防止等のための防災機能の強化を

図る。

３－６ 被害の拡大防止・軽減

（１）河道閉塞への対応等

○ 南海トラフ巨大地震の強い揺れに伴い、山間地域では多くの斜面崩壊や

地すべりが発生し、これに伴い多数の河道閉塞が生じると想定される。

そのため、国土交通省は、発災直後の緊急調査の結果を踏まえ、河道閉

塞発生箇所を速やかに把握するとともに、発生状況や決壊の危険性、また

下流域への影響を分析、検討し、重点的に住民の警戒避難の支援、監視体
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制の強化、アクセスルートの整備や仮排水路の設置を実施する。

○ 河道閉塞等の大規模な被災や二次災害のおそれ等に対しては、迅速か

つ集中的な対応を行うため、高度な技術力を持つＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員を集

中的に派遣する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 河道閉塞形成の可能性が高い地域をあらかじめ把握し、発災後の対応計

画を事前に策定する。

・ 山間地での円滑な応急活動に資するよう、調査資機材や分解型無人重機

の配備等、緊急調査及び応急対策に必要な装備の充実を図る。

・ 緊急調査を迅速に実施できるよう防災体制の整備を図るとともに、対応する

職員の技術力向上・維持のための研修・訓練を継続的に実施する。

（２）コンビナート火災・油流出等への対応

○ 南海トラフ巨大地震では巨大な津波が広範囲の沿岸域を襲うため、特に

中京地域など沿岸部に工場やコンビナート等が集積する地域においては、

これらの被災に伴う火災、危険物等の海域への流出等が発生し、被害が拡

大するおそれがある。

そのため、国土交通省は、港湾管理者等関係機関と連携・協力しつつ、

救助・救援、消火等を迅速に実施する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 民間企業や消防等関係機関との連携を図るため、官民一体となって訓練等

を実施する。

・ 民間企業が所有する工場の耐震化や護岸・岸壁の適切な維持管理、必要

な資機材の準備等、地震発生時の被災を軽減する事前対策を促進する。

・ 海上保安庁による消火・災害対応能力を強化するため、巡視船艇の必要な

整備を進める。
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（３）優先順位に基づく施設の応急復旧

○ 南海トラフ巨大地震では、国土交通省が所管する施設等で広範囲にわた

り甚大な被災が発生すると想定される。

そのため、国土交通省は、緊急輸送への支援や復旧資材の調達、施工

業者の確保の状況等を踏まえつつ、例えば、場所によっては緊急車両の通

行を確保するための段差解消など最低限の措置にとどめる等、優先度・緊

急度に応じた施設の応急復旧を行う。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 所管する施設等で甚大な被害が多数発生することが想定されるため、応急

復旧用資機材等の整備・充実を進める。

・ 特に、強い揺れや巨大な津波が想定される地域に存在し、代替機能の確

保が難しい施設等については、南海トラフ巨大地震においても致命的な被

害を受けず、簡易な補修で一定の機能を回復できるよう、耐震対策等を重

点的に進める。

・ 住民が堤防上に避難することを前提に、堤防の応急復旧活動等を円滑に

行うための必要な対策を実施する。

（４）被災建築物等応急危険度判定活動

○ 南海トラフ巨大地震により住宅・建築物の被災が想定される地域では、余

震時の建築物の倒壊等による二次被害の発生も想定される。

そのため、国土交通省は、発災後、実施される被災建築物等応急危険度

判定が円滑に行われるよう、被災した地方公共団体に対して応急危険度判

定士等の派遣の支援・調整を行う。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 発災後、多数の専門家を派遣することが想定されるため、あらかじめ建築物

の応急危険度判定士、宅地危険度判定士の育成等を進めるとともに、派遣
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計画を策定する。

・ 地震による人的被害、経済被害を軽減するため、天井、エスカレーター等

の非構造部材を含めた住宅・建築物の耐震化を促進する。

（５）災害対策用機械の大規模派遣

○ 発災後、広範囲にわたる被害の拡大防止・軽減活動が展開され、これま

でにない規模での災害対策用機械（排水ポンプ車、照明車、対策本部車

等）の出動が想定される。

そのため、国土交通省は、発災後速やかに被災地域外からの応援派遣

体制をとる等、全国的な組織を活用し、迅速かつ持続的な災害対策用機械

の派遣体制を構築する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 国土交通省が所有する災害対策用機械の諸元・性能のデータベースの整

備を進める。

・ 応援派遣された機械の集結方法、指示系統、メンテナンス体制、燃料供給

体制等について、派遣の長期化も踏まえた計画を策定する。

・ 災害対策用機械や無人化施工機械を運用する技術者や技能者を確保す

るとともに、訓練を行い、技術力や現場対応力を向上させる。

・ 新たな災害対策用機械の開発に向けた検討や、現有機械の高度化に関す

る検討を行い、計画的な配備を進める。

３－７ 被災した地方公共団体支援

（１）リエゾンの派遣

○ 南海トラフ巨大地震では、関東地方から九州地方にかけての広範囲にわ

たり、多くの地方公共団体も甚大な被害を受け、防災機能の喪失など、発災

直後から深刻な状況に陥ることが想定される。
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そのため、国土交通省は、全国的な組織を最大限活用し、全国の地方支

分部局から被災した地方公共団体にリエゾンを派遣し被害状況を把握する

とともに、防災機関としての機能を喪失した地方公共団体に代わり、地方公

共団体や被災者等のニーズを直接把握し、必要とされる支援に全力で取り

組む。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 南海トラフ巨大地震による影響が比較的小さいと想定されている北海道、東

北、関東、北陸の各地方支分部局を中心に、深刻な被害が想定されている

地方公共団体へのリエゾン派遣計画を策定する。

・ リエゾンの派遣にあたっては、経験が豊富でその場である程度の判断が可

能な職員を派遣するよう、最大限配慮する。

・ 東日本大震災から得られた教訓等を踏まえ、被災した地方公共団体や被

災者のニーズを想定し、当該地方公共団体や関係機関等と連携しつつ、

事前計画を策定しておく。

（２）情報通信機材等の派遣

○ 南海トラフ巨大地震では、関東地方から九州地方にかけての広範囲にわ

たり、多くの地方公共団体が甚大な被害を受け、防災機能の喪失など、発災

直後から深刻な状況に陥ることが想定される。

そのため、発災後速やかに、衛星通信車、Ku-SAT等の情報通信機材の

出動準備に着手するとともに、地方公共団体等からの要請等に応じて直ち

に出動させる。また、被災状況に応じて、地方公共団体へ対策本部車や照

明車等の災害対策用機械、代替庁舎となり得るプレハブの貸し出し等を迅

速に実施する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 甚大な被害が想定される地方公共団体については、当該地方公共団体や

関係機関と連携しつつ、情報通信機材や災害対策資材の派遣についての
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計画を策定する。

３－８ 被災者・避難者の生活支援

（１）避難者に必要な物資の広域輸送

○ 南海トラフ巨大地震では、２１０万人～４３０万人の避難者が発生すると想

定されており、避難者への大量の生活支援物資の輸送が重要な課題になる

と想定される。

そのため、国土交通省は、自動車運送事業者や鉄道事業者、海運事業

者、航空事業者等の協力を得つつ、被災地や避難所への広域的な支援物

資の輸送体制を構築する。

○ 広域的な支援物資の輸送を支えるため、所管する道路、港湾、航路、空

港等施設の総合啓開や応急復旧等を実施する。

特に航路については、地震や津波による地形変化、海底に沈降した車両

等により海底の状況が大きく変化することから、関係機関と連携しつつ航路

障害物等の調査を行い同障害物の引き上げを実施するとともに、航路啓開

作業の進捗に合わせ水深を確認するための水路測量を実施して、結果を関

係者に提供する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ トラック輸送については、物資輸送の担い手となる関係事業者等と協議会

等を開催し、緊急時の連携等について認識を共有しておくとともに、地方公

共団体と関係事業者等における発災時の物資輸送の実施に関する協定締

結等を促進する。

・ 海上輸送についても、地方公共団体と関係事業者等における発災時の物

資輸送の実施に関する協定締結等を促進する。

・ 物資輸送の上で、極めて重要な施設については、発災後も速やかに活用

できるよう、耐震化等の対策を重点的に推進する。

・ 基幹ネットワークの強化を図るため代替性確保のための道路ネットワーク整
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備、大都市圏環状道路等の整備を推進する。

・ 発災時に円滑に海上輸送ルートの活用が可能となるよう、代替輸送ルート

の設定や代替港湾の利用に係る関係者との体制構築、港湾間の災害協定

等を推進する。

・ ＪＲ貨物の高性能機関車等の整備に対する支援策を通じて、災害に強い貨

物鉄道ネットワークの構築を促進する。

・ 防災体制を強化するため道の駅、ＳＡ・ＰＡ等の防災拠点化を推進する。

・ 広域的な支援物資の物流拠点となる基幹的広域防災拠点や物流拠点とな

ることが想定される都市公園や民間事業者の施設等については、発災後の

速やかな使用を想定し、必要な対策を進める。

・ 海上保安庁の巡視船艇・航空機の物資輸送能力を強化するために必要な

整備や航路啓開、水路測量作業に必要な装備、資機材の整備を進める。

（２）避難場所の拡大

○ 南海トラフ巨大地震では、２１０万人～４３０万人の避難者が発生すると想

定されており、避難場所の確保が重要な課題になると想定される。

そのため、国土交通省は、避難場所として位置づけられた都市公園を避

難者の受入先として活用するとともに、民間事業者が所有するホテル・旅

館、賃貸住宅や船舶等について、民間事業者の協力を得つつ、避難者の

受入先としての活用を促進する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 備蓄倉庫や耐震性貯水槽等の災害応急対策施設を有し、避難場所として

の機能を発揮する都市公園の整備を支援する。

・ 避難受入施設として活用可能な施設を有する民間事業者等と地方公共団

体との間で、利用に関する協定等の締結を支援する。

（３）生活用水と衛生環境の確保
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○ 強い揺れや巨大な津波により水供給システムや下水処理場・管路が甚大

な被害を受けると想定され、広域にわたり生活用水の供給が停止するおそ

れや、発災からの時間経過とともに避難所での衛生環境が悪化するおそれ

がある。

そのため、被災時にも安定した生活用水の供給が可能となるよう、利水施

設管理者間が連携して対応する。

○ また、下水道管理者は、国土交通省及び地方公共団体、関係機関による

広域支援体制を構築しておくとともに、避難者等の衛生環境の確保に資す

るよう、簡易な下水処理やマンホールトイレシステムを設置する。

＜平時から準備しておくべき事項＞

・ 被災地における円滑な水融通に資するよう、利水者間の共通ＢＣＰの策定

を支援する。

・ 多くの避難者が想定される地域等については、下水処理場や管路が強い

揺れや巨大な津波により致命的な被害を受けないよう、施設の耐震化・耐

津波化を促進するとともに、ＢＣＰの策定を速やかに実施する。

・ 生活用水が不足する事態に備え、可搬式浄化設備の設置等について検討

するなど対策を進める。

（４）被災者向け住宅等の供給体制の整備

○ 非常に多くの応急仮設住宅等が必要となるため、建設用地や事業者・資

材の円滑な確保が課題となるとともに、被災地域が広域にわたるため、複数

の広域支援体制の整備等の事前準備が必要となる。

そのため、国土交通省は、通常のプレハブ型の応急仮設に加え、地元企

業の活用による「木造応急仮設住宅」の建設や、民間賃貸住宅を活用した

「応急借り上げ住宅」、公的賃貸住宅（公営、ＵＲ、公務員宿舎、雇用促進住

宅）等、多様な手法を使った被災者向け住宅等の供給を支援する。

＜平時から準備しておくべき事項＞
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・ 地方公共団体へのマニュアル作成とそれに基づく訓練の呼びかけや、供給

主体を増やすための中小工務店団体等と都道府県の災害協定締結を支

援する。

・ 都道府県による民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げる取組につい

て引き続き支援する。

・ 耐震改修促進計画等においてホテル・旅館等の避難所としての位置づけ、

耐震化を促進する。

３－９ 施設等の復旧

○ 地震の規模が巨大であり、被害も甚大であることから、多数の道路の通行

止め箇所、広範囲にわたる沿岸部での大規模浸水等の長期継続が想定さ

れる。

こうした状況を踏まえ、人口集中地域やサプライチェーン等被災した場合

の経済への影響の大きさ等を考慮しつつ、各施設の被災状況について十分

に調査した上で、特に重要な地域については重点的・優先的に施設等の本

格復旧、緊急排水等を実施する。

○ 強い揺れや巨大な津波によって、自動車検査登録に関わるメインシステム

の停止等が発生した場合、多数の水没車両の処理や全国の自動車取引の

途絶等、復旧・復興や我が国の経済活動に長期的な影響を及ぼすおそれ

がある。

そのため、国土交通省は、必要な行政機能・システムを維持できるよう、バ

ックアップシステムへの切り替え、制度の柔軟な運用、移動自動車相談所の

設置等の対策を実施する。

＜平常時から準備しておくべき事項＞

・ 関係機関とともに、緊急排水計画を策定しておくとともに、必要な装備、資

機材等について、全国からの応援も含め十分に備える。なお、計画策定に

あたっては、作業に活用する現地の道路の構造や被害想定等も十分勘案
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し、実効性のある計画にする。

・ 燃料・資機材の確保にあたっては、平時より備蓄管理を進める。その際、燃

料等の劣化を防ぐため、日常での利活用を含めた備蓄管理の検討等の対

策を進める。

・ 復旧活動を迅速に進めるため、地方支分部局等間の広域支援体制等を構

築しておく。

・ サプライチェーンを迅速に確保するため、関係機関が連携して、代替輸送

ルートの設定も含む、災害時の事業継続計画を策定するとともに、必要な

災害協定の締結等を推進する。

・ 自動車の検査登録業務の機能継続を可能とするため、必要な電源供給等

環境整備の他、研修・訓練等を実施する。更に、メインシステムとバックアッ

プシステムの同時被災を避けるため、施設の耐震性能等の強化や立地地

域の見直し等の取組を進める。

・ また、災害規模に応じた自動車の検査登録に関わる特例措置等の実施基

準を策定する他、災害時に迅速な対応が図れるよう、関係機関と調整を進

める。
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第４章 巨大地震の発生に備え戦略的に推進する対策

本章では、巨大地震による揺れ・津波・土砂災害・液状化・地盤沈下・火災

等による甚大な人的・物的被害を軽減するため、国土交通省の取り組むべき予

防的な対策について、中長期的な視点も踏まえつつ記載している。

４－１ 強い揺れへの備え

（１）住宅、建築物、宅地の耐震化等

○ 南海トラフ巨大地震では、中部地方から九州地方にかけての太平洋沿岸部

を中心に震度７という強い揺れが発生し、全壊する住宅や建物等が最大で約１

３４．６万棟発生すると想定されている。

そのため、こうした状況にあっても、人的な被害を最小限にとどめるため、戦

略的に対策を推進する。

・ 住宅・建築物については、不特定多数の者が利用する大規模建築物、

地方公共団体の指定する避難路沿道建築物、防災拠点建築物に対する

耐震診断の義務づけ等を内容とする、改正「建築物の耐震改修の促進

に関する法律」や、耐震化に係る支援の充実により、平成２７年の耐

震化率９割の目標達成に向け耐震化を促進する。

・ 災害時に帰宅困難者・負傷者等を収容するための拠点となる建築物につい

て、施設整備・機能強化を促進する。

・ エレベーターについては、閉じ込め防止対策として、Ｐ波感知型地震

時管制運転装置の設置を普及促進する。

・ 天井の脱落防止、エスカレーターの落下防止のための基準強化、既存建

築物の改修の促進により、建築物の非構造部材の耐震化を促進する。

・ 宅地については、大規模な盛土造成地の地すべりや崩壊のおそれのあ

る区域を特定し、住民に広く情報提供するとともに、液状化対策を含

めた総合的な宅地の耐震対策を推進する。

（２）公共施設の耐震化等

○ 発災後、公共施設等がいかに迅速に防災拠点や緊急輸送道路、また耐
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津波防御施設として機能するかは、被害全体の規模や復旧・復興に向け

た活動を左右する、極めて重要な要素である。

そのため、公共施設等については、これまで取り組んできた次に掲げ

る耐震性能の向上等に引き続き取り組むとともに、特に南海トラフ巨大

地震により深刻な被害を受ける施設や地域においては、対策完了時期を

明示するなど進捗管理を徹底しつつ、戦略的に対策を推進する。

・ 津波の遡上等から地域を守るため、河川・海岸堤防、水門・樋門、砂

防施設等について、地盤の改良等の耐震・液状化対策を推進する。

・ 発災後の国民の生活を１日でも早く日常に戻すため、下水道施設の耐

震・液状化対策を推進する。

・ 発災後の救命・救助活動への支援はもとより、被災地への広域的な物

資輸送や１日も早いサプライチェーンの回復等による日本経済の復興

に資するよう、緊急物資輸送や人流・物流等の重要ルートとなる道路、

港湾、航路、空港、鉄道等に関する施設について、耐震・液状化対策

を推進する。

・ 発災時の利用者等の安全を確保する他、発災後の速やかな応急活動の開

始や被災者等の避難場所として機能を発揮するよう、庁舎等の耐震化を推

進する。

○ また、施設の機能を最大限に発揮させるため、所管施設等の的確な維持管

理・更新を推進する。

・ 想定する揺れに対して、施設の老朽化に起因する被害の発生・拡大を防止

するため、施設の特徴を踏まえた適切な点検による現状確認と、その結果

に基づく的確な修繕を実施する。

・ その際、維持管理・更新に係る情報の整備や新技術の開発・導入等により、

戦略的・計画的に取組を推進する。

（３）地震観測の充実と長周期地震動対策

○ 南海トラフ巨大地震においては、広域において強い揺れが発生するこ

とが想定されるため、地震の観測等を強化し、緊急地震速報の迅速化・

高度化を進める。
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○ また、広範囲にわたり長周期地震動による超高層建築物等の大きな揺れ

等が想定されることから、長周期地震動による大きな影響が想定される地

域や 建築物等については、以下の取組を推進する。

・ 発災直後の初動対応のため、長周期地震動に関する観測情報を発表す

る。また、長周期地震動の予測技術の開発等、予報の発表に向けた取

組を進める。

・ 既存の超高層建築物等のうち長周期地震動による影響が大きいものへの

対策の検討を進める。

（４）火災対策

○ 南海トラフ巨大地震による強い揺れや巨大な津波により大規模な火災

が発生し、最大で約７５万棟が焼失すると想定されている。

そのため、こうした甚大な被害の軽減に資するよう、深刻な被害を受け

る施設や地域においては対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底しつ

つ、戦略的に対策を推進する。

・ 大規模な火災の発生が懸念される密集市街地において、市街地や公園

緑地等の整備、延焼遮断帯として機能する幹線道路等の整備、老朽建

築物の除却と合わせた耐火建築物等への共同建替え、避難や消火活動

の向上を図る狭隘道路の拡幅等、きめ細やかな対策を推進する。

・ 海上部やコンビナート等臨海部における火災への対応として、消防能

力を強化した巡視船艇の整備や民間企業等が所有する護岸や岸壁を含

めたコンビナートにおける施設の適切な維持管理を促進する。

（５）土砂災害対策

○ 地震により崩壊する危険性が高く、防災拠点、重要交通網、避難路等に影響

を及ぼしたり、孤立集落発生の要因となり得る土砂災害危険箇所について、対

策施設の整備を推進する。
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４－２ 巨大な津波への備え

（１）避難路・避難場所の確保等

○ 南海トラフ巨大地震では、襲来する巨大な津波により、最大で約２２．

４万人が死亡すると想定されている。

そのため、こうした深刻な被害から国民を守るため、深刻な被害を受

ける施設や地域においては、対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底

しつつ、戦略的に対策を推進する。

・ 地方公共団体による避難路や避難場所となる施設の事前の選定・整備

について、必要となる施設規模、重要度、確保の優先順位等を踏まえ

支援する。

・ 地方公共団体が実施する避難路や避難場所となる施設の事前の選定・整

備の支援を行うため、あらかじめ地方公共団体が定める津波避難ビルの規

模や重要度、確保の優先順位について把握した上で、津波避難ビル指定

にあたっての基準の策定や、指定がされやすいようなインセンティブの検討

を行う。

・ 特に、高台等が近くにない、避難困難地域における津波避難ビル、津波避

難タワーの整備を促進する。

・ 津波浸水地域に立地する官庁施設については、地域防災計画等を踏ま

え、地域の一時的な避難施設とするなどの地域ニーズに配慮した整備す

る。

・ 高齢者など遠方避難が困難な方々の避難手段として、津波救命艇の普及

を進める。

・ 道の駅や高速道路のＳＡ・ＰＡ等への避難者の受け入れのため、避難路、

避難階段の整備や道の駅の防災拠点化を進める。

・ 被災者の円滑な避難や被災地の復旧・復興活動の支援のため、避難地、

防災拠点として位置付けられた都市公園の整備を進める。

・ 避難路沿道建築物及び避難所となる施設の耐震化を促進する。

・ 被災者・避難者の生活支援に資するよう、多くの避難者が想定される地域

等については、下水道施設の耐震化・耐津波化を促進する。

・ 津波・高潮防災ステーション等、津波・高潮に関する情報提供施設の
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整備を推進する。

・ また、避難行動の際、参考となる道路等における標高や津波実績高な

どの表示を積極的に推進する。

・ 市町村によるハザードマップの作成や住民等による津波からの避難確

保計画の作成を支援するとともに、津波ハザードマップを活用した避

難訓練の実施と訓練による防災意識の啓発に努める。また、地域防災

力向上のための防災教育を促進する。

・ 地震により発生が予測される津波の挙動を図示した津波防災情報図を整備

・提供することで、船舶の津波対策や避泊水域の検討など、港湾内の船舶

の津波防災対策を支援する。

・ 発災時に湾内の船舶に対して警報等を迅速確実に伝達するとともに、危険

な海域や避難海域等の情報を提供するために、一元的な海上交通管制を

行う体制を構築する。

・ 広範囲にわたり強い揺れが発生することが想定されるため、緊急地震速報

の迅速化・高度化を進める。

・ 特に短時間で津波が到達するトラフ軸に近い沿岸域における住民等の避

難に資するよう、より迅速で制度の高い津波警報等の発表及び正確な津波

の高さや到達時刻に関する広域かつ迅速な情報の収集と提供が重要であ

るため、必要となる観測施設等の整備を推進する。

（２）津波防災地域づくりの推進

○ 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、地域の実情を踏まえた津

波防災地域づくりを推進するため、都道府県、市町村等が実施する次の

取組に対して支援する。

＜都道府県の取組＞

・ 基礎調査の実施

・ 津波浸水想定の設定

・ 津波災害警戒区域等の指定

＜市町村等の取組＞

・ 推進計画の作成
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・ 津波ハザードマップの作成

・ 避難訓練の実施

・ 避難促進施設の所有者等による避難確保計画の作成

・ 高台等への移転（防災集団移転促進事業等）

・ 津波防護施設の整備・推進

（３）津波浸水を軽減させる河川管理施設の整備等

○ 南海トラフ巨大地震に伴う津波により深刻な被害を受ける施設や地域

においては、対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底しつつ、戦略

的に対策を推進する。

・ 津波から国土を守るとともに、沿岸住民等の避難のリードタイムを稼

ぐため、河川管理施設・海岸堤防等の整備や耐震・液状化対策を進め

る。

・ 特に海岸部においては、津波に対して粘り強い海岸堤防の整備や防波

堤と防潮堤による多重防御、海岸の浸食対策を推進する。

・ 水門等の確実な操作のため、水門等施設の耐水化を進めるとともに、

広範囲にわたり、かつ短時間で数多くの水門等を操作するため、津波

遡上が想定される地域においては、重点的に水門等施設の自動化・遠

隔操作化を推進する。

○ また、施設の機能を最大限に発揮させるため、所管施設等の的確な維

持管理・更新を推進する。

・ 想定する揺れや津波に対して、施設の老朽化に起因する被害の発生・

拡大を防止するため、施設の特徴を踏まえた適切な点検による現状確

認と、その結果に基づく的確な修繕を実施する。

・ その際、維持管理・更新に係る情報の整備や新技術の開発・導入等に

より、戦略的・計画的に取組を推進する。

（４）津波防災性や信頼性の高い緊急輸送等の交通基盤施設の整備

○ 南海トラフ巨大地震による巨大な津波により広範囲にわたり道路、港

湾、空港、航路、鉄道等の広域輸送を担うネットワークが寸断されるな

どの被害を受けると想定される。そのため、深刻な被害を受ける施設や
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地域については、対策完了時期を明示するなど進捗管理を徹底しつつ、

戦略的に対策を推進する。

・ 道路・港湾・航路・空港・鉄道等の広域ネットワークの確保

・ 船着場、臨港道路、緊急用河川敷道路等の整備

（５）災害対応体制の充実強化

○ 災害時における救助・救援活動、緊急輸送活動、海上緊急輸送ルートの確

保等の応急対策業務をより一層強力に推進するため、巡視船艇・航空機等の

整備等を着実に進める。

（６）被災想定地域における土地境界の明確化の推進

○ 迅速な復旧・復興や円滑な防災・減災事業の実施のため、地方公共団体等

を支援して地籍調査を積極的に推進するとともに、国が被災想定地域において

重点的に官民境界の基礎的な情報を整備する。


